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安
全
安
心
な
生
活
環
境
維
持
の

た
め
、ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
の
駆
除

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

※
駆
除
費
用
の
領
収
書
に
記
載
さ

れ
た
領
収
日
か
ら
30
日
以
内
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象（
次
の
全
て
に
該
当
す
る

場
合
）

①
ス
ズ
メ
バ
チ
が
活
動
し
て
い
る

巣
の
駆
除
で
あ
る
こ
と

②
建
物
ま
た
は
土
地
の
所
有
者
、

管
理
者
ま
た
は
賃
借
す
る
個
人
で

あ
る
こ
と

③
駆
除
業
者
に
よ
っ
て
駆
除
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と

④
同
一
年
度
内
に
、同
一
の
建
物

ま
た
は
土
地
に
お
い
て
補
助
金
を

受
け
て
い
な
い
こ
と
。

▼
補
助
金
額

駆
除
に
要
し
た
費
用
の
２
分
の
１

（
１
０
０
円
未
満
切
捨
て
）で
、上

限
１
０
，０
０
０
円

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

●
申
請
書（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

●
領
収
書（
巣
の
撤
去
費
用
の
明

細
が
わ
か
る
も
の
）

●
状
況
写
真（
駆
除
前
後
の
状
況

が
わ
か
る
も
の
）

●
交
付
請
求
書（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。）

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

住
民
環
境
室

☎
26・２
２
４
５（
直
通
）

駆
除
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

まちの鳥

ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
駆
除
費
用
補
助
金

　
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

を
設
置
す
る
人
に
補
助
金
を
交
付

し
て
い
ま
す
。

▼
対
象（
次
の
全
て
に
該
当
す
る

場
合
）

①
町
内
に
住
所
を
有
し
、自
ら
居

住
す
る
住
宅
に
発
電
シ
ス
テ
ム
を

設
置
し
た
、ま
た
は
自
ら
居
住
す

る
た
め
発
電
シ
ス
テ
ム
付
き
住
宅

を
購
入
し
た

②
申
請
時
に
世
帯
全
員
が
町
税
な

ど
を
完
納
し
て
い
る 

③
所
有
者
全
員
か
ら
同
意
が
と
れ

て
い
る

④
電
力
会
社
と
の
電
力
受
給
契
約

を
締
結
し
て
お
り
、連
系
開
始
日

（
売
電
を
開
始
し
た
日
）が
４
月
１

日
～
令
和
５
年
３
月
31
日
の
期
間

で
あ
る 

⑤
過
去
に
こ
の
補
助
金
の
交
付
を

受
け
て
い
な
い（
１
住
宅
に
つ
き

１
補
助
と
し
、か
つ
１
申
請
者
当

た
り
１
回
限
り
）

※
法
人・
集
合
住
宅
及
び
店
舗
併

用
住
宅（
居
住
部
分
の
延
べ
床
面

積
が
２
分
の
１
未
満
）は
補
助
金

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。 

▼
対
象
設
備（
次
の
全
て
に
該
当

す
る
設
備
）

①
住
宅
へ
の
設
置
に
適
し
、低
圧

配
電
線
と
逆
潮
流
で
連
系
す
る
も

の
で
、太
陽
電
池
の
最
大
出
力
の

合
計
値
お
よ
び
パ
ワ
ー
コ
ン
デ
ィ

シ
ョ
ナ
ー
の
定
格
出
力
の
合
計
値

が
10
ｋ
ｗ
未
満
の
も
の

②
起
動
お
よ
び
停
止
な
ど
に
関
し

て
全
自
動
運
転
を
行
う
も
の

③
電
力
会
社
と
電
力
需
給
契
約
を

締
結
す
る
も
の 

④
未
使
用
な
も
の

▼
補
助
金
額

１
ｋ
ｗ
当
た
り
２
５
，０
０
０
円

（
１
，０
０
０
円
未
満
切
り
捨
て
）

※
上
限
は
10
万
円

▼
申
請
方
法

　
申
請
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。申

請
書
に
必
要
書
類
を
添
付
し
、窓

口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。郵
送

に
よ
る
申
請
は
お
受
け
で
き
ま
せ

ん
。な
お
、受
付
期
間
中
で
も
予
算

額
に
達
し
た
場
合
は
、そ
の
時
点

で
受
け
付
け
を
終
了
し
ま
す
。受

け
付
け
は
書
類
が
全
て
揃
っ
て
い

る
も
の
を
優
先
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

住
民
環
境
室

☎
26・２
２
４
５（
直
通
）

環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り

令
和
４
年
度
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
整
備
事
業
補
助
金

まちの木

人
事
異
動
（
５
月
１
日
付
）

　
　福
田
　真
琴

　
　
　
　
　異
動
前
　健
康
子
育
て
課

　
　
　
　
　異
動
後
　介
護
福
祉
課

退
　
　
職
（
５
月
31
日
付
）

　
　大
和
　美
月
（
介
護
福
祉
課
）

役 場 人 事
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家
庭
用
浄
化
槽
設
置
補
助
金
の
交
付

工
事
開
始
前
に
業
者
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い

まちの鳥

　
家
庭
用
浄
化
槽（
合
併
処
理
浄

化
槽
）を
設
置
す
る
人
に
、浄
化
槽

設
置
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま

す
。単
独
処
理
浄
化
槽
か
く
み
取

り
槽
を
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
切
り

替
え
る
場
合
、町
の
補
助
金
に
加

え
て
、県
の
浄
化
槽
エ
コ
補
助
金

も
受
け
ら
れ
ま
す
。令
和
４
年
度

分
の
補
助
金
の
申
請
期
限
は
、い

ず
れ
も
12
月
28
日
㊌
で
す
。

　
通
常
、工
事
業
者
が
申
請
書
類

な
ど
を
揃
え
て
町
へ
提
出
し
ま

す
。必
ず
工
事
を
始
め
る
前
に
工

事
業
者
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象　
公
共
下
水
道
区
域
お
よ

び
農
業
集
落
排
水
区
域
を
除
く
全

域（
た
だ
し
、農
業
集
落
排
水
区
域

で
は
、新
規
の
つ
な
ぎ
込
み
が
で

き
な
い
区
域
は
対
象
と
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。）

▼
補
助
金
額　
５
人
槽
＝
17
万
４

千
円
、７
人
槽
＝
22
万
５
千
円
、10

人
槽
＝
29
万
８
千
円

※
浄
化
槽
エ
コ
補
助
金
を
受
け
る

場
合
は
、右
記
に
加
え
て
10
万
円

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課 

下
水
道
室

☎
26・２
２
８
４（
直
通
）

メ
ー
タ
器
周
辺
を
綺
麗
に

　
水
道
メ
ー
タ
は
水
道
料
金
を
算

出
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、漏
水

の
発
見
に
も
役
立
っ
て
い
ま
す
。

毎
月
14
日
か
ら
１
週
間
程
度（
㊏

㊐
を
含
む
）が
水
道
メ
ー
タ
の
検

針
期
間
で
す
。下
記
の
よ
う
な
検

針
し
や
す
い
状
態
の
維
持
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

※
検
針
期
間
は
天
候
な
ど
に
よ
り

ず
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

水
道
検
針
業
務
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

●
周
辺
の
草
や
木
を
除
去
す
る
。

※
夏
場
は
草
が
繁
茂
し
、検
針
の

妨
げ
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
メ
ー
タ
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
自
動

車
や
物
を
置
か
な
い
。

●
出
入
り
口
や
メ
ー
タ
ボ
ッ
ク
ス

付
近
に
犬
を
つ
な
が
な
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課 

上
水
道
室

☎
54・１
１
１
８（
直
通
）

まちの花

保
守
点
検
・
清
掃
・
法
定
検
査
な
ど

　
浄
化
槽
の
維
持
管
理
は
、保
守

点
検・
清
掃・
法
定
検
査
に
分
か

れ
、浄
化
槽
法
で
そ
れ
ぞ
れ
定
期

的
に
実
施
す
る
こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

保
守
点
検　
機
械
の
点
検・
補
修

や
消
毒
剤
の
補
給
な
ど
で
す
。家

庭
用
の
小
型
浄
化
槽
で
は
４
カ
月

に
１
回
以
上
の
実
施
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。知
事
の
登
録
を

受
け
た
登
録
業
者
に
委
託
し
て
く

だ
さ
い
。

清
掃　
浄
化
槽
内
に
た
ま
っ
た
汚

泥
な
ど
を
抜
き
と
る
作
業
で
す
。

こ
れ
ら
が
た
ま
り
す
ぎ
る
と
浄
化

槽
の
機
能
に
支
障
を
き
た
し
、処

理
が
不
十
分
に
な
っ
た
り
、悪
臭

の
原
因
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。毎

年
１
回（
全
ば
っ
気
型
の
浄
化
槽

は
年
２
回
）の
実
施
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。町
長
の
許
可
を

受
け
た
浄
化
槽
清
掃
業
者
に
委
託

し
て
く
だ
さ
い
。

法
定
検
査　
水
質
に
関
す
る
調
査

で
す
。浄
化
槽
の
使
用
開
始
後
３

～
５
カ
月
の
間
に
行
わ
れ
る
検
査

（
７
条
検
査
）と
そ
の
後
毎
年
１
回

行
わ
れ
る
検
査（
11
条
検
査
）を
受

け
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。検
査
は
群
馬
県
環
境
検
査

事
業
団
が
行
い
ま
す
。

※
処
理
対
象
人
数
が
50
人
以
下
の

浄
化
槽
で
、指
定
採
水
員
が
い
る

保
守
点
検
業
者
と
保
守
点
検
契
約

を
し
て
い
る
場
合
は
、保
守
点
検

業
者
が
現
場
で
の
11
条
検
査
を
代

行
し
て
行
え
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

▼
町
内
登
録
業
者

保
守
点
検
に
つ
い
て

㈲
前
橋
環
境
管
理
セ
ン
タ
ー

☎
54・７
９
０
０

㈲
北
群
馬
衛
生
社

☎
54・２
７
６
８

清
掃
に
つ
い
て

㈲
渋
川
衛
生
社
☎
22・０
９
２
３

㈲
関
東
清
掃
社
☎
22・０
２
９
４

㈲
北
群
馬
衛
生
社
☎
54・２
７
６
８

法
定
検
査
に
つ
い
て

群
馬
県
環
境
検
査
事
業
団

☎
０
２
７・２
８
０・５
２
２
２

浄
化
槽
に
つ
い
て

中
部
環
境
事
務
所

☎
０
２
７・２
１
９・２
０
２
０

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課 

下
水
道
室

☎
26・２
２
８
４（
直
通
）

浄
化
槽
の
維
持
管
理
を
忘
れ
ず
に

まちの木


